
１ 開会 

【事務局】 

予定の時間となりましたので、ただ今から令和５年度第２回歯科口腔保健推進会議を開催させていた

だきます。本日はご多忙にもかかわらず、また遅い時間にも関わらず、足をお運びいただきまして誠にあ

りがとうございます。議題の検討に移るまでの間、成人保健・歯科保健担当課長の關が進行を務めさせて

いただきますのでよろしくお願いします。本日は２時間程度の会議を予定しておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

本日の会議は前回と同様に市民に公開することを原則としておりますので、会議終了後には議事録を

作成のうえ、皆様にご確認いただきまして、札幌市ホームページで公表したいと考えております。そのた

め会議内容は録音をさせていただきますので、ご了承ください。 

それでは配布物の確認をさせていただきます。上から順に会議次第、委員名簿、出席者一覧、座席表、

次に右上に資料１と書かれています令和５年度第１回札幌市歯科口腔保健推進会議における主な指摘事

項と対応案について、次にカラーの表紙の資料２、こちらが計画の素案となっております。 

それでは会議次第に沿って進めさせていただきますが、開会にあたりまして、成人保健・歯科保健担当

部長の秋野より一言ご挨拶申し上げます。 

 

２ 挨拶 

【事務局（札幌市成人保健・歯科保健担当部長 秋野）】 

皆様、本日は業務時間終了後のお疲れのところ会議に参集いただきまして誠にありがとうございます。

本日の会議でございますが、３回目ということになります。昨年度成立いたしました札幌市歯科口腔保

健推進条例で市の責務として盛り込まれました様々な施策を実行するための計画につきまして、前回、

前々回に皆さま方からいただきましたご意見を踏まえまして本日素案という形でお示しをさせていただ

いております。後ほど事務局から素案について説明をさせていただきますので、札幌市民の歯と口腔の

健康づくり、また歯科保健医療が一層進みますよう、委員の皆様方から前回に引き続き次期計画の素案

に忌憚のないご意見をいただければと考えております。 

今後のスケジュールでございますが、今年度の札幌市歯科口腔保健推進会議につきましては本日の会

議を最終と想定しております。本日いただいたご意見を踏まえまして、素案から案という形にさせてい

ただきまして、市役所内部での検討、そして市議会への報告、パブリックコメントを経まして、予定とし

ましては来年３月には次期計画を策定して公表を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、本計画でございますが、歯科口腔保健推進条例ともうひとつ国の歯科口腔保健法を策定の根拠と

して位置づけているところでございます。条例のほうでは健康寿命の延伸そして健康格差の縮小を目指

すこと。そして国の方で策定をしております基本的事項におきましては基本理念として誰一人取り残さ

ない歯科口腔保健サービスの提供を目指す、ということが謳われているところでございます。もちろん

現実的には一人も取り残さず歯と口腔の健康を維持することというのはなかなかすぐには出来ないこと

ではございますが、札幌市の計画におきましても国が掲げる基本理念を踏襲しまして、自らの力だけで

は健康を守ることができない子どもたちあるいは障がいのある方々あるいは要介護高齢者の方々も含め

て、誰一人取り残さない歯科口腔保健サービスの提供を目指してまいりたいと考えてございますので、

本日皆様からの忌憚のないご意見、また計画策定後も皆さま方様々な関係団体等のお力をいただきなが



ら計画を推進してまいりたいと考えてございますのでどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。本日

は最後までどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員紹介 

続きまして議題３の委員の紹介でございます。現在 15 名の委員の方にご出席いただいておりますが、

前回欠席でした札幌市医師会の地域保健部長の上埜博史様が遅れて参加するということでご連絡をいた

だいております。上埜委員が到着されましたら本日は委員 16 名が全員参加されるということになります

のでご報告させていただきます。 

 

４ 議題 

【事務局】 

続きまして会議次第４の議題に進ませていただきますが、ここからの進行は三浦委員長にお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【三浦委員長】 

本日はご多忙の折にも関わらず、ご出席いただきましてありがとうございます。先ほど秋野部長からの

ご挨拶にもありましたとおり、今日いよいよ素案から案に仕上げる最終段階ということで、皆様方から

ご意見を頂戴いたしたいと思います。 

これまで委員の皆様方からは大変貴重なご意見をいただきました。そのご意見を反映させたのが今日

お手元にある素案でございます。今日はこの素案を基にさらに討議を深め計画案を仕上げてまいります

ので、引き続き活発なご議論をよろしくお願いいたします。 

それではこれより議事を進めさせていただきます。会議次第４の議題の１、令和５年度第１回札幌市札

幌市歯科口腔保健推進会議の指摘事項の対応策についてでございます。事務局よりご説明をお願いいた

します。 

 

【事務局】 

資料１をご覧ください。前回会議および意見書により主に 13 点のご指摘がございました。順に指摘事

項と対応案についてご説明いたします。 

１点目は歯周疾患検診の受診率についてです。歯周疾患検診の受診率の向上は分母が大きいため企業

等への歯周疾患検診の受診勧奨等のテコ入れも考慮するべきと思われるとのご指摘がございました。対

応案としまして素案の 19 ページに受診率の向上に向けて対象者への個別通知に引き続き取り組む他、現

在、国において国民皆歯科健診に関する検討が行われていることから、国の制度改正に応じて対応を検

討いたします。また、企業等と連携しながら働く世代を対象に歯科健診の受診勧奨等に取り組みますと

記載する他、素案の 20 ページに企業等における歯科健診の受診勧奨を記載しております。 

２点目は介護保険施設の過去１年間の歯科健診の受診率についてです。独自調査で算出された介護保

険施設の過去 1 年間の歯科健診の受診率がかなり高く、実態との乖離があるのではないか、とのご指摘

がございました。対応案として、今回の調査の算出方法は対象者が１人でも歯科健診を受診していれば

歯科健診を実施していると見なしており、提供体制の側面からの算出であることから受診率が高く算出



された可能性は否定できません。前期計画ではモニタリングを密に行い、現状把握にも努めてまいりま

す。素案の 30 ページの具体的取組のところに介護保険施設入所者の歯科医療の提供体制の現状把握のた

めの調査、モニタリングを記載しております。 

３点目は青年期に対する取組についてです。ライフコースに沿った取組に関して、青年期に対する取組

が抜けているため、札幌市として何か手立てを考えているか、というご指摘がございました。対応案とし

て国の令和６年度概算要求において、現在歯周疾患検診の対象となっていない 20、30 代を対象に加え、

歯科健診の機会を確保する方針が打ち出されましたので、札幌市においても対応を考慮してまいります。

また大学との共同研究や定期健診の際に歯科健診を実施している大学の取組を広げながら、歯科健診の

周知を図っていきます。 

４点目は妊婦歯科健診について、目標値の８％は低いと感じる。高く設定できないかとのご指摘がござ

いました。対応案ですが、本目標値は実現可能性を考慮して設定したものです。妊婦歯科健診を含めた歯

科健診のあり方については、現在、国において、国民皆歯科健診の議論がなされていることから、国の制

度改正を踏まえて個別方式で実施等の対応ができないかを検討していきたいと考えております。 

５点目は市民意識調査結果においてかかりつけ歯科医がいる割合が 18 歳以上で 67.3％と高い。この調

査はランダムサンプリングですか？ とのご指摘がございました。対応案として、本調査は「等間隔無作

為抽出」で選んだ札幌市全域の 18 歳以上の男女 5,000 人を対象とした調査ですので、サンプリングに関

して、一定程度信頼性は担保されていると考えます。 

６点目はオーラルフレイル対策についてです。オーラルフレイル対策に関して、保健事業と介護予防の

一体的実施の点に関して歯科医師についても歯科健診や健康教育に活用すべきとのご指摘がございまし

た。対応案ですが、素案の 22 ページに「国においても、保健事業と介護予防の一体的実施の取組等によ

り、市町村におけるフレイル・オーラルフレイルに対する取組の充実を求めていることから、札幌市にお

いてもオーラルフレイルに対する高齢者への健康教育や歯科保健指導の充実が必要となっています。」と

記載しました。また、素案の 25 ページの具体的な取組の個所に「高齢者の通いの場等における歯科衛生

士による口腔機能向上の取組」と「誤嚥性肺炎等のハイリスク高齢者に対する歯科医師・歯科衛生士によ

る歯科保健指導」を記載しました。 

７点目は認知症基本法が成立したことから、札幌市においても認知症に対する取組を示すことはでき

ないかとのご指摘がございました。対応案ですが、素案の 28 ページに「認知症の方に対する適切な歯科

医療の提供体制を求める意見もあり、今後、検討すべき課題となっています。」と記載する他、29 ページ

に「摂食嚥下障害を有する患者や認知症患者の歯科へのニーズが高まっていることから、歯科医師や歯

科衛生士に対する人材育成等を含めた歯科保健医療の提供体制について検討を行います。」と記載してお

ります。さらに 30 ページの具体的な取組の新規項目に「摂食嚥下障害患者や認知症患者に対する歯科保

健医療提供体制のあり方について検討」を記載しております。 

８点目です。地域ケア会議のアドバイザー派遣時に、栄養士と歯科衛生士が一緒に参加することが少な

いというご指摘がございました。対応案ですが、札幌市は歯科衛生士、栄養士、リハビリの職員等、色ん

な職種を交えて個別地域ケア会議に入っていただくというアドバイザー派遣を行っております。多職種

のアドバイスが必要な方については、一つの会議で三職種までは呼べることになっており、必要な職種

の方々を地域包括支援センターが選定しております。そのため、地域包括支援センターに関連職種の方

をなるべく複数集めての開催を検討していただくように、介護保険課を通じて周知しているところです。 



９点目の摂食嚥下障害への対応についてのご指摘は、これまで歯科医師会の口腔医療センターで摂食

嚥下の治療ができる歯科医師を 100 名程度養成されてきたと思う。札幌市は摂食嚥下の知識を持った歯

科医師につなぐ作業が必要ではないか、というものでした。対応案です。素案の 29 ページに「摂食嚥下

障害を有する患者や認知症患者の歯科へのニーズが高まっていることから、歯科医師や歯科衛生士に対

する人材育成等を含めた歯科保健医療の提供体制について検討を行います」と記載しました。また 36 ペ

ージに「摂食嚥下障害患者や認知症の方に対する歯科保健医療体制の検討」と記載しました。 

10 点目の障がい者施設における歯科健診については①、②と分けてご説明します。①は障がい者入所

施設の歯科健診は入所施設だけでなく生活介護事業所等の通所している人も含まれるかとのご指摘と、

３年間、通所施設も含めた障がい者入所施設の歯科健診をパイロットとしてやったが、いい結果が出て

いる。通所施設での歯科健診のニーズはあると思われるのでぜひ行っていただきたいとのご指摘をいた

だいたものになります。これらへの対応案ですが、指標の目標値は国の目標に合わせて入所施設のみを

想定していますが、通所施設のうち、規模の大きい施設や生活介護の事業所等も支援対象としてまいり

ます。②は標記に関して、３点検討してはいかがかとのご指摘がございました。１つ目は障がい者（児）

施設という表記を「障がい者（児）入所施設」とするか「障がい者支援施設等」と記載するのが妥当では

ないかというもの、２つ目は「障がい者・障がい児が利用する施設」を「障がい者・障がい児が利用する

入所施設」と記載した方が理解しやすいというもの、３つ目は「障がい者施設利用者に対する」の部分を

「障がい者施設利用者等に対する」と記載した方が理解しやすい、というものでした。対応案です。１つ

目と２つ目のご指摘に関しては素案の７、26、30、37 ページの「障がい者（児）入所施設」に表記を統

一しました。３つ目につきましては素案の 29、30 ページの表記においてご指摘どおり「障がい者施設利

用者等に対する」と記載しました。 

11 点目になります。医療的ケア児についてはまず調査をして現状を把握することから始めるべきとの

ご指摘がございました。対応案としては、素案の 27 ページに医療的ケア児のコラムを記載したほか 29

ページの障がい者（児）に対する歯科保健医療サービスの確保の個所に「近年、医療的ケア児に対する適

切な保健医療の確保が課題となっており、歯科保健医療の観点からも、在宅歯科医療、訪問歯科健診等の

あり方について検討を行います。」と記載しました。さらに 30 ページの具体的な取組方針のなかで「障

がい者（児）の歯科医療提供体制の現状把握のための調査・モニタリング」と「医療的ケア児に対する歯

科保健医療対策のあり方について検討」を記載しました。 

12 点目、フッ化物洗口事業について数値目標を設定してはどうかとのご指摘がございました。更に児

童や保護者への丁寧な説明とともに、教職員の負担軽減に加え、どの時間帯に実施するか、どの場所で実

施するか等についても、学校における通常の教育課程に影響のないよう、十分に考慮する必要があると

のご指摘や、中学校でのフッ化物洗口事業については実施しないのかとのご指摘がございました。対応

案ですが、保育所や幼稚園に対するフッ化物洗口の支援事業については、令和５年度から新規事業とし

て開始したところであり、国の方でも参考指標として目標値を出していますので、検討はさせていただ

いているところでございます。ただ、現状 15 施設という状況で、今後どの程度増やしていけるか見通せ

ない状況でございます。委員からのご指摘をふまえ、素案の 32 ページに「今後も引き続き、導入済みの

施設及び新規に実施を希望する施設に対する導入支援に取り組み、市内の保育所、幼稚園、認定こども園

におけるフッ化物洗口の普及に努めます。」と記載しました。フッ化物洗口の推奨年齢は４歳から 14 歳

ですので中学校での実施も効果的ではありますが、保育所幼稚園等や小学校でのフッ化物洗口事業が始



まるという段階でございますので、現状では中学校での実施はまだ難しい状況です。小学校におけるフ

ッ化物洗口については、モデル事業の実施に取り組むとともに、児童・保護者への丁寧な説明や教職員の

業務負担等に配慮しながら、今後の普及に向けた効果的かつ効率的な事業の実施方法について検討しま

す。 

最後の 13 点目になります。ネグレクトケースの家庭が歯科受診する事は稀である事から学校歯科健診

時等を追加してはどうかというご指摘でした。これについてはご指摘をふまえ、素案の 35 ページ（４）

児童虐待の早期発見のための市と歯科医療関係者の連携推進の個所に「学校歯科検診等」を記載しまし

た。 

事務局からの説明は以上です。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。これまで頂戴したご意見に対しての対応方法についてのご説明でございま

した。多くの委員の皆様からご意見をいただいたところでございます。ご意見をいただきました各委員

におかれまして、このような対応方法でいいかどうか確認をさせていただきたいところですが渡邊委員、

いかがでしょうか。 

 

【渡邊委員】 

私の指摘事項につきましては、色々と汲んでいただき対応をしていただいたと思っております。ありが

とうございました。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。次にご意見をいただいていたのが、高橋副委員長でした。複数ご意見をいただ

いておりましたが、概ね今回の方向性でいかがでしょうか。 

 

【高橋副委員長】 

フッ化物洗口を中心に色々と質問をさせていただいておりましたが、保育所・幼稚園でのフッ化物洗口

に関して具体的な目標というのを挙げて内容に書かれていると思います。小学校のモデル事業での実施

について、最初は少数の学校から開始していくものだと思っていますが、拡充について明確な方針があ

ればその記載もお願いしたいと思っています。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。後の素案のところで事務局からその点も含めてご説明いただけますでしょう

か。それとも今この部分についてご回答いただけますでしょうか。 

 

【事務局】 

後程素案の説明でも触れさせていただきますが、今回の計画については前回の会議までは 12 年間の計

画として予定しているとお伝えをしておりました。これは国の計画期間に合わせたものでございました

が、今回の素案からこの期間を６年ずつ前期計画と後期計画という形で分けさせていただいております。



高橋副委員長からありましたように、数値目標を掲げてそこにむけてしっかりと取り組んでいくという

のはもっともなことでございますが、先ほども事務局から説明させていただいたように、今年度新規事

業として始めたばかりでございますので、今後の伸びの要素がどれくらいあるのか、というのは分から

なくそこが難しいところです。ですので、前期計画においては今回書かせていただいたように普及に努

めるという形にし、市としての方針はしっかり明示させていいただいて、また前半６年間の間の状況を

見ながら、可能であれば後期の計画の見直しの際に数値目標の検討をしていきたいと考えております。 

 

【高橋副委員長】 

ありがとうございました。 

 

【三浦委員長】 

続きまして武藤委員、いかがでしょうか。 

 

【武藤委員】 

ありがとうございます。かかりつけ歯科医のいる割合についてはご説明により理解いたしました。もう

一つの地域ケア会議について栄養士の手嶋委員と一緒に発言させていただきましたけれども、やはり食

べることとそれを栄養として補填することで運動に繋げるというこの３つの団体は切り離せないものと

考えていますので、地域ケア会議というステージに色んな職種で取り組ませていただくというのはとて

も必要だと思ったので、ご意見を出させていただいておりました。ご回答もいただきましたので、今後そ

うしたものが進んでいくことを期待したいと思います。 

あとはそういう色んな取組、例えば７番にある認知症の方ですとか、９番の摂食嚥下障害、脳卒中の患

者さんですとかそういう方たちにはお口の不具合を表現できない方も沢山いるのだろうと思うのですけ

れど、お口の事はプライベートゾーンというかなかなか外から見て分かるというのは難しいと思います。

専門の方以外の方が見る段階ではよほど表現してくれないと分からないことかもしれないので、そうい

う部分に入っていける方法があったらいいのではないか。お口の不具合が出たから呼ばれるというより

は、そういうことも想定して自分の状況を表現できない方たちへの踏み込んだ施策があるとよいと考え

ました。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。事務局の対応方針についてはこれで良いということで、ご発言は参考という

ことでよろしいでしょうか。 

 

【武藤委員】 

参考としていただければと思います。現場を見ているとなかなかご自分のことが表現できない方たち

がいらっしゃると感じているので、それを踏まえて発言させていただきました。 

 

【三浦委員長】 

続きまして當山委員、オーラルフレイル対策にご意見をいただいていたところでございますがいかが



でしょうか。 

 

【當山委員】 

⑹に対策ついて、素案の 25 ページに具体的な取組が記載されておりますので、これでよろしいかと思

っています。ただ、私が出していた意見ではなかったのですが、⑺、⑼、⑽について、医療的ケア児の在

宅医療や、摂食嚥下障害に対する歯科医師の人材育成がセットでなければならないのかな、とは思いま

す。あと口腔医療センターの機能の充実は必須であると考えますが、人件費や医療費が高騰しており今

のままでは新たな対応をするのは難しいと思われますので、センターへの札幌市の財政支援の充実を検

討していっていただければと思います。 

 

【三浦委員長】 

わかりました。市の計画の方針については問題はないが、可能な対応についてお願いをしていきたい、

というお話と受け止めました。続きまして大野委員から認知症の方への対応についてご意見をいただい

ているとろですが、いかがでしょうか。 

 

【大野委員】 

私の指摘をしっかりと取り上げていただいたことを評価したいと思います。確認ですが、⑽にあります

生活介護事業所というのはデイサービスやショートステイを指しているということでよろしいか。 

 

【事務局】 

ここで指している事業所は障がい福祉サービスに関連する施設になります。今のところ介護保険のデ

イサービス等での歯科健診はまだ制度化されていないものになっています。 

 

【大野委員】 

１点指摘をさせていただきたいのですが、例をあげると食事に関して相談を受けることがありますが、

家では食べないけれど、デイサービスでは食べるという方もいらっしゃるということがあります。です

ので歯科健診についても家にいる方に健診に行こうと言ってもなかなか行きたがらないけれども、集団

で実施すれば他の方がいる受ける中で一緒に受けるということがあると思います。こうした例も今回の

事業に活かしていただければと思っての発言でした。 

 

【事務局】 

高齢者に対する歯科保健医療の課題については、本計画では現時点で具体的な内容を書ける部分と書

けない部分がありますが、ご意見をいただいたこともあり、また国でも国民皆歯科健診ということで生

涯を通じた歯科健診の機会を作っていくための検討が進んでいるところですので、そうしたものを踏ま

え、またご指摘をいただいた介護保険施設の方については札幌市単独で行うは難しいかもしれませんが、

国からの財政支援等もあれば取り組んでいける部分もあると思いますので、これについては引き続きの

検討課題とさせていただければと思います。 

 



【三浦委員長】 

引き続き確認させていただきます。手嶋委員から地域ケア会議についてご意見をいただいております。

先ほどの武藤委員のご発言にも関係すると思います。いかがでしょうか。 

 

【手嶋委員】 

武藤委員から必要なお話はしていただいたと思っております。対応いただけるということでお願いを

したいと考えております。 

 

【三浦委員長】 

松岡委員から障がい者（児）施設での歯科健診についてご意見をいただいていました。よろしくお願い

いたします。 

 

【松岡委員】 

先ほど事務局から一人も取り残さないという話がありましたとおり、在宅の方がここで救っていただ

けるのかと思って拝読しておりました。素案の 16 ページを見ても通所施設利用者もむし歯の率が高いと

いうのが出ておりますので、そういったところへの対応案がしっかりと記載されておりますので、進め

ていただきますようよろしくお願いいたします。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。次に八若委員から複数ご意見、ご指摘をいただておりましたが、まとめてご

確認をいただければと思っておりますがいかがでしょうか。 

 

【八若委員】 

指摘させていただいたところに関しては、今できるという内容で対応案が全て出されておりますので、

これがまず動き出したらまた次を進めて行けばということで、今回は初めの第一歩としてはきちっとし

た対応案が示されたと感じていますので良いかと思います。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。続きまして木間委員からやはり複数ご意見をいただているところですけれど

も、方向性についていかがでしょうか。 

 

【木間委員】 

細かな文言に関する意見だったのですけれども、対応をしていただきありがとうございました。 

 

【三浦委員長】 

ご確認をいただいてありがとうございました。そうしましたら高屋敷委員からフッ化物洗口について

ご意見をいただいておりましたけれども、対応方法についてはいかがでしょうか。 

 



【高屋敷委員】 

条例を踏まえた大きな方向性としてモデルでの事業を進め、今後の実施方法について更に検討を進め

ていくという大きな方向性があわさっていると思います。最初の会議でもお話をさせていただきました

が、まだまだ一般の子どもや保護者の方、また教職員も含めてフッ化物洗口自体の知識がまだないのが

実態なので、丁寧な説明が必要だとお伝えした部分もしっかりと反映されているものだと思いました。 

 

【三浦委員長】 

貴重なご意見かと存じます。事務局には実施の際のご対応をよろしくお願いします。 

前回指摘事項を出していただきました委員の皆様方にそれぞれ確認をしていただけたと思います。さ

らに追加のご意見をいただきありがとうございました。 

次の議題に行く前に上埜委員がご到着されましたので、一言ご挨拶いただけますと幸いでございます。

よろしくお願いいたします。 

 

【上埜委員】 

本日は遅れまして、また前回も欠席とさせていただき申し訳ありませんでした。札幌市医師会より参り

ました上埜と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

そうしましたら今前回の会議の意見について確認をさせていただいたところですけれども、その他の

委員の方々から何か追加でご発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。次の本文中の議論のと

ころでも十分にディスカッションの時間を確保しておりますので、何かお気づきの点がございましたら、

そちらでご発言いただければと思います。 

それでは次に第 2 次札幌市生涯歯科口腔保健推進計画（前期計画）素案について事務局よりご説明を

お願いいたします。 

 

【事務局】 

資料２の説明を行います。説明に先立ち、修正点が３点ございます。１点目は表記の中で「認知症患者」

と出てきますが、「認知症の方」と表記を改めます。２点目は 30 ページに「摂食嚥下障害患者や認知症

患者に対する歯科保健医療提供体制のあり方検討」とありますが、「あり方について検討」とさせていた

だきます。3 点目は同じく 30 ページにあります「介護保険関係者を対象とした口腔ケア研修」の担当部

に「高齢福祉部」とありますが、正しくは「高齢保健福祉部」です。訂正してお詫び申し上げます。 

改めまして資料のご説明をいたします。１枚ページをめくって目次をご覧ください。本書は４部構成

で、第１章は計画の基本的事項、第２章は札幌市の歯科口腔保健の現状と課題、第３章は歯科口腔保健の

推進に関する施策、第４章は参考資料です。この会議では参考資料を除く1～3章をお示ししております。

では章別に概要をかいつまんで、ご説明させていただきます。 

１枚ページをめくって１ページの第１章をご覧ください。ここでは策定の背景、計画策定の目的、基本

理念、計画の位置づけ、計画期間、ロジックモデルの６項目に関して記載しております。前回の会議で出



ている項目ですが、変更点として先ほど部長の秋野からも説明がありましたが、４ページに記載してお

ります計画期間が 12 年間の一貫した計画から令和６～11 年度までの前半６年間を前期計画、令和 12～

17 年度までの後半６年間を後期計画として策定することといたします。また 5 ページのロジックモデル

の部分において、PDCA サイクルを記載しております。これは歯・口腔の健康づくりプラン推進のため

の説明資料（案）において「歯科口腔保健の推進に関する事業の効果検証を実施している市町村の割合の

増加」という国の目標値を踏まえてのものです。６ページのロジックモデルのアウトカムの部分に記載

しております番号は７ページのアウトカム別評価指標の通し番号と対応しておりますことを申し添えま

す。 

続いて、8 ページをご覧ください。第 2 章札幌市の歯科口腔保健の現状と課題についてです。この章で

は、ライフステージごとに歯科口腔保健の現状と課題について記載しております。 

まず、乳幼児期の課題としましては、乳幼児のむし歯は減少傾向にあるものの、一人で多くのむし歯を

持つ子どもとの二極化がみられる状況であり、子供たちの健康格差の縮小が課題となっています。これ

に関連するデータも掲載しております。 

続いて学齢期では、むし歯については減少傾向にあるものの、全国平均を上回る状況が続いておりま

す。また、学校保健統計において最も有病率の高い疾病であるという状況が続いています。更に乳幼児期

と同様にむし歯のない子どもと一人で多くのむし歯を有する子供との二極化が見られる状況であり、健

康格差の縮小が課題となっています。 

成人期では歯周病の有病率が４０歳、５０歳、６０歳とも全国平均を上回っております。また、４～６

割の市民が歯周病に罹患する状況が続いており、横ばい状況となっています。 

続いて高齢期については、歯の本数が増加傾向にありますが、それに伴い、むし歯や歯周病を有する高

齢者も増加傾向にあります。また、「何でもかんで食べることができる」と回答した割合は年齢層が上が

るにつれて低下し、後期高齢者においては約６割に留まっています。 

障がい者（児）についてになりますが、健常者に比べて歯の本数が少なく、未処置のむし歯や歯周病の

有病率が高い状況となっております。 

続いて要介護高齢者についてです。高齢者施設入所者については、歯や口腔に問題のある入所者がいる

と回答した施設が約８割、飲み込みにくい入所者がいると回答した施設は９割以上と高い状況にありま

す。 

続きまして第３章、歯科口腔保健の推進に関する取組方針です。ここでは２ページに記載しております

５つの基本理念について基本理念ごとに取組方針をまとめております。 

まず、基本理念１、市民の生涯にわたる歯科健診の充実による歯科疾患の予防、早期発見・早期治療に

ついてです。下の表をご覧ください。成人期において、歯周病の有病率が高いにもかかわらず、高校卒業

後 40 歳まで約 20 年以上、歯科健診は個人の責任に委ねられている状況です。取組方針として乳幼児歯

科健診、学校歯科健診、歯周疾患検診、妊婦歯科健診、後期高齢者歯科健診などを継続しながら、歯周疾

患検診においては受診率向上に向けて、対象者への個別通知に引き続き取り組む他、現在、国において国

民皆歯科健診に関する検討が行われていることから、国の制度改正に応じて対応を検討します。また、企

業等と連携しながら、働く世代を対象に歯科健診の受診勧奨等に取り組みます。具体的な取組ならびに

評価指標に関しては 20 ページに記載しております。 

次に基本理念２、乳幼児期から高齢期までの世代に応じた健康教育や啓発による健康寿命の延伸です。



子供のむし歯の現状については、一人で多くのむし歯を持つ二極化がみられますが、その背景要因とし

て家庭環境や経済状況が影響していることが報告されています。市民の健康寿命の延伸に向けて、今後

は、80 歳で 20 本以上の歯を残すことを目指す８０２０運動に加えて、歯周病と糖尿病や喫煙との関連、

高齢者のオーラルフレイル（口腔の虚弱）と健康寿命との関連についての取組が求められます。取組方針

としては、各種むし歯予防教室等による健康教育・歯科保健指導、一般市民を対象とした普及啓発、高齢

者の口腔機能向上やオーラルフレイルに関する普及啓発・健康教育が挙げられます。具体的な取組なら

びに評価指標に関しては 25 ページのとおりです。 

次に基本理念 3、障がい者（児）・要介護者等、誰一人取り残さない歯科保健医療サービスの確保です。

令和５年度に実施した調査結果によると、札幌市内の半数以上の障がい者（児）施設において歯科的な問

題がある入所者がいる状況であり、適切に歯科医療に繋ぐ取組が求められます。また、近年、医療的ケア

児に対する取組も着目されており、歯科保健医療についても、歯科健診の受診機会の確保や在宅歯科医

療の提供体制が課題となっています。令和５年度に実施した調査結果によると、定期的な歯科健診を実

施している介護保険施設は 52.1％にとどまっており、今後のさらなる普及が望まれる状況となっていま

す。さらに、介護現場やご家族等からは摂食嚥下障害の対応に関するニーズが極めて高い他、認知症の方

に対する適切な歯科医療の提供体制を求める意見もございます。今後、検討すべき課題となっています。

取組方針としては障がい者（児）に対する歯科保健医療サービスの確保および要介護高齢者に対する歯

科保健医療サービスの確保です。具体的な取組ならびに評価指標に関しては 30 ページのとおりです。 

次に基本理念 4、公衆衛生的見地及び科学的根拠に基づく取組による健康格差の縮小です。札幌歯科医

師会の調査によれば約４割の小中学校に口腔崩壊状態の児童生徒がいると報告されている他、12 歳児の

むし歯の状況が 20 政令市中ワースト２との報告もあることから、今後、保育所、幼稚園等におけるフッ

化物洗口の普及に加えて、小学校におけるフッ化物洗口の実施についても検討を進めていく必要があり

ます。取組方針としてはフッ化物洗口の普及促進ならびにフッ化物塗布の推奨です。具体的な取組なら

びに評価指標に関しては 33 ページのとおりです。 

最後に基本理念５、関連団体・関係機関との連携・協力による総合的な歯科口腔保健の取組の推進で

す。近年では、大規模災害時における歯科保健医療の確保、子どもの虐待と歯科疾患との関連など、従来、

歯科専門職があまり関わってこなかった分野においても、様々な関係機関と連携した取組が求められる

ようになっています。そのため、様々な関係団体・関係機関が連携した歯科口腔保健の取組の充実は大き

な課題となっており、多職種連携の推進や歯科専門職種の人材育成等により取り組んでいく必要があり

ます。取組方針としては医科歯科連携、歯科介護連携等の多職種連携の推進、大規模災害時における歯科

保健医療の対応体制、大学との共同調査、共同研究の推進、児童虐待の早期発見のための市と歯科医療関

係者の連携推進、歯科専門職の人材確保と資質向上です。具体的な取組ならびに評価指標に関しては 36

ページのとおりです。 

なお、37 ページに評価指標一覧を掲載したほか、38 ページに推進体制を掲載しております。 

以上、資料２の概説を終了します。 

 

【三浦委員長】 

詳細なご説明をいただきまして、ありがとうございました。１点私からですが、コラムを今回入れてい

るところで、コラムの位置づけについて追加でご説明があったらしていただけるとありがたいのですが、



いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

コラムにつきましては、計画本文の内容を記載するにあたっての札幌市の見解であったり、姿勢を示す

ものになったりするものであります。その他としまして、歯科保健医療の分野は一般的にあまり注目度

が高くなく、例えば医療的ケア児に対する取組等も歯科との関係がどこにあるかということもあまり知

られていなかったりするので、コラムを活用して説明をする必要があったりします。また、フッ化物応用

による健康格差の縮小についても、医学的、学術的な説明を分かりやすく追加した方がいいのではない

かとも考えてございますので、そうしたことへの対応。更に言いますとロジックモデル等の聞きなれな

い言葉も出てきますので、そうした事柄に対してコラムというものを用いて説明を加えさせていただき、

市民に分かりやすいプランにしたいと思っております。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。市民の皆様方にはわかりやすい説明をするということで、比較的最近注目を集

めている言葉をある程度厳選してそれに解説を入れていく予定ということで、一部の用語についてはす

でにコラムの案が出ています。ですので本文を合わせてコラムを読むことでより理解が深まるという構

成になっているということで、説明ありがとうございました。 

そうしましたら、これからディスカッションに入っていきたいと思います。この前期計画の素案をまと

めるに当たっては、初回の会議において全ての委員の皆様方からいただいたご意見が大変大きな指針的

な役割を果たしております。つきましては、この素案につきましても全ての委員の方々からご発言いた

だきたくお願い申し上げます。すでに追加事項等を一部いただいているところですが、気づいた点など、

どんなことでも構いませんので、ご意見を頂戴できれば大変ありがたいと考えておりますので、よろし

くお願いします。 

また全ての委員の皆様からご発言を頂戴する関係もございまして、私からのお願いでございますけれ

ども、できるだけ簡潔にご意見をいただけますと大変助かります。順番ですが、席次が大体五十音順にほ

ぼ並んでいることを踏まえまして、大野委員から順番に素案についてご意見をいただければと思います。

先ほどの追加のご発言をいただいているところでございますけれども、それ以外何かお気づきの点があ

りましたらいただければ幸いでございます。 

 

【大野委員】 

前回の会議が終わった時に何か意見があったらということで、出させていただいたんですけれども、私

が一言申し上げたいのは今回素晴らしい計画ができると思っております。これを如何にして末端まで実

行できるかどうかが一番大事なのではないかと思いますので、そのことをこの場でお願いをしたいと思

っております。 

 

【三浦委員長】 

貴重なご意見ありがとうございます。計画倒れにならないよう、実効性を持ったものにするべきだとい

うことで、一部、これからの取組のところで既に新規事業いくつか挙げていただいております。この辺り



にも札幌市のやる気を感じているところですけれども、この辺りを今後もきちっと進めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

後程、お伝えさせていただこうと思っていたことでありますが、本日参加いただている札幌市歯科口腔

保健推進会議ですが、計画策定の会議としては本日で終了ということで考えてございますが、会議その

ものにつきましては毎年度開催を予定しております。会議の中で一連の会議で課題とさせていただいた

ものの対策を具体的に推進していくための話し合いを引き続き進めて参りたいと考えております。また

合わせて来年度以降、計画が進んでいるかどうかご確認をしていただければと思いますのでよろしくお

願いいたします 

 

【三浦委員長】 

引き続きモニタリングの任もこの会議は負っていくということで、是非今後もこの会議の場を活用し

て継続的なサポートをよろしくお願いします。 

そうしましたら小野寺委員、よろしくお願いいたします。 

 

【小野寺委員】 

歯科技工士会の関係では大規模災害時における歯科保健医療の対応体制ということで、素案では 34 ペ

ージになりますが、歯科技工士という文言を盛り込んでほしいということでお願いしておりましたが、

歯科医師会、歯科衛生士会との密接な連携体制を確保するということが明記されております。具体的に

災害が起きたときに技工士を派遣することは可能だと思いますが、義歯、即時義歯を作る材料とかはど

のようなお考えでしょうか。 

 

【事務局】 

大規模災害時における体制、対応ですが、災害の規模によって対応はかなり変わってくるものと考えて

おります。被害が比較的限定的であれば、札幌市内の歯科技工士の皆様方へのお願いで当面対応してい

ただいて、後ほどの費用弁償ということができると思いますが、市内全体が被害を受けるような災害に

見舞われた場合は、外部からの応援も含めて、そして従事していただける技工士の皆様には可能な方に

は従事していただく、そういう形になろうかと思います。いずれにしましても北海道や札幌市では各関

係団体と協定を結んでいますので、そうした枠組みの中での対応になってくると思います。協定を結ん

でいるのは歯科医師会なので、歯科技工士、歯科衛生士会は歯科医師会を通じての動きということにな

ると思いますが、費用弁償も含めてその中で対応がされると思います。実際に材料が確保できるかどう

かというのはその時の状況によるものもあると思いますので、それに応じてということにはなると思い

ます。 

 

【小野寺委員】 

私たちでは年２回会報誌を発行していますが、その中で周知をしていきたいと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。 



 

【三浦委員長】 

そうしましたら、引き続きまして木間委員お願いいたします。 

 

【木間委員】 

障がい者（児）の観点からですが、現状と課題、それに対応するための理念がしっかりとまとまってい

ると思っており、感心しているところです。私からのお願いと言うか、具体的な取組の中で今現在継続し

ている歯科健診、歯科保健指導、それから障がい者支援施設の職員に対する研修。この 3 つを継続して

保健所が中心になってしていただいて、そのなかで把握していくなり、実際に支援にあたっている職員

に意識づけを持ってもらうことが大事だと思います。 

それから新規の医療的ケア児への対応はこれからというところだと思うので、大変だと思いますけれ

ども進めていただければと思います。これを第１弾と考えて、事業所、施設を中心をまずとっかかりとし

て始めて、その次は在宅の方をどうするかというところが第２弾になると思います。そこをどうやって

把握していくのか、どのように対応していくのか、その辺りがすごく大きな課題であり、そこに踏み込ん

でいけるかどうかを考えていう必要があるのだと考えております。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。在宅の方の把握というのは国でも非常に難題としてあがっていて、残された

課題になっているところですけれども、そこに対するご指摘は非常に重要なものだと思っております。

事務局からもいくつか事業があったと思いますが、回答をお願いします。 

 

【事務局】 

在宅で障がいのある方については、ご承知のとおり高齢化も進んでいます。従来なら保護者の方が歯科

医療機関に連れて行くという対応、つまりご家族に対応を委ねるというのがあったのですけれども、そ

ういうことが出来ない方々もいるということで、これは国の方でも検討が進んでいるところかと思いま

す。保護者の手から離れて施設の職員の手も届かずに放置されがちな方もいらっしゃるので、そこにア

プローチをしていくのは、今後も色々とご助言をいただきながら考えていかなければならないと思って

おります。 

 

【三浦委員長】 

今後把握するための調査も視野に入っているということでしょうか。 

 

【事務局】 

今回数値目標に挙げさせてもらっている障がい者の支援施設と介護保険施設の調査はモニタリングと

して進めていきたいと思っています。ご指摘のとおり在宅の方の状況をどこまで把握するかというのは

調査に工夫が必要だと思います。一方で基本理念５のところで大学との合同調査研究を推進してまいり

たいと考えておりますので、両大学のお力をいただきながら札幌市の状況を把握できればと考えており

ます。 



 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。国の方の調査も今後進んでいく可能性がありますので、そちらの情報も上手

く活用して札幌市の特性については引き続き調査を進めていただければと思います。引き続きまして小

戸田委員からご発言をお願いいたします。 

 

【小戸田委員】 

PTA の保護者としてフッ化物洗口についてご意見をさせていただきます。素案として普及に向けた実

施方法を検討するのは良いと考えますが、実現に向けて進めていくとなると、書かれてはいますが保護

者や教職員への丁寧な説明が必要になるというのがもちろんあると思いますし、ここ数年コロナがあっ

た中で子どもたちがマスクの生活に慣れて、５類になってマスクは自由になりましたが、今でも一定数

マスクを外すのに抵抗がある子どもがいます。中には給食の時に外すのにも抵抗があるとか、そういう

子が多い中で、フッ化物洗口を実施するということは、長いスパンの計画期間で考えてば社会の情勢等

も色々と変わってくることもあると思いますが、今から少しずつ始めるのであれば、方法については丁

寧な説明や実施方法の配慮が必要なのではないかと感じています。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。先ほども丁寧な説明がフッ化物洗口には必要というところは出ていたところ

ですが、事務局からいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

素案にも書かせていただきましたが、モデル事業として開始する予定ですので、その中で委員からご指

摘があった点について実施方法を検討していきたいと考えております。また実施については希望制とす

る予定ですので、希望に基づいて実施をしていきたいと考えております。 

 

【三浦委員長】 

続きまして、高屋敷委員からお願いいたします。先ほどもご意見をいただいておりましたが、その他に

何かございましたらお願いいたします。 

 

【高屋敷委員】 

先ほどのコメントの部分が丁度 32～33 ページにかけて表記されております。その部分は今後まだ検討

の余地は若干あるかと思っております。 

今回素案を拝見しまして、データが沢山あり、子どもの状況が色々と記されていて改めて現状を知るこ

とができました。３歳児健診でワースト６位で、12 歳でワースト２位になっていることとか、二極化が

進んでいる現状とか、今までの資料から分かっていた部分はあったのですが、今回一つの冊子になって

コラムもあってという形でみると、危機感というものが伝わってまいりました。 

学校のモデル事業でのフッ化物洗口という具体的な取組もありますが、二極化といった現状を考える

と、お子さんの口の中まで気が回らないご家庭向けの啓発をする機会を作ることが必要でとても大事な



ものだと思います。学校でもですが、３歳児健診やその他様々な場面を通じて口腔の健康維持が不可欠

であること、もちろんそれがなかなか伝わらない方もいるとは思いますが、３歳児健診でこれだけ良く

ないということがあるのであれば、家庭を対象にした意識の向上への取り組みは避けて通れないという

か、重要視しないといけないのだと感じたところです。また区ごとのデータに強い印象を受けています。

子どもたちの口の中の差について、フッ化物洗口を実施すればこうした差のフォローとして十分かとい

うと必ずしもそうではなく、食生活だとかもあり、子どもが育つうえでの様々なハンディキャップとか

があるのかな、とかも思わされたりしました。こういうことが広く市民の目に触れることが大事なので

はないかと思いました。 

 

【三浦委員長】 

今ご発言があった方向性は国の歯科口腔保健法改正の時にも正しい情報、知識を国民の皆様に伝える

という視点を考えなければいけないという議論がありまして、今回は包括的なご指摘をいただいたもの

と受け止めております。事務局から追加はございますか。 

 

【事務局】 

委員からご指摘のとおり、今回は歯科の計画ですので、歯科疾患の項目をデータであげていますが、口

腔の問題はご家庭の環境が最も分かりやすく出やすいという話で、おそらく歯科疾患に限らず色々な健

康の格差の問題があるものだと思います。歯科の場合は健康格差を縮小する方法があるので、取り組ん

でいこうという話になりますが、色々な問題があると思いますし、学校の先生方も様々なことを行わな

ければならない状況かと思いますが、ご協力をいただきながら進めされていただければ大変有難く考え

ております。 

 

【三浦委員長】 

引き続きまして、手嶋委員からお願いいたします。 

 

【手嶋委員】 

計画を拝見しまして、札幌市の現状がよく見えると感じました。格差がある現状は札幌だけではなく

て、全国的にも色々な格差があると思います。食事の部分にも大きく関係するところなので、子どもの頃

からの栄養士の関わり合いはとても需要だと思います。それから誰一人取り残さないという部分が色々

な計画に出てきていますが、無関心層に対する対応というのは、関心はないけれどいつの間にか歯のこ

とを気にするようになったとか、そうなるような対応というのが今自治体に求められているのだと思い

ます。ですので、今回の計画はきっとそこに向けての前段階にあるものだというふうに考え、無関心層と

かが自然に歯に関心を持つような体制とかを今後の取組の中で考えて行っていただければ良いのかな、

と考えます。 

 

【三浦委員長】 

重要なご指摘ありがとうございます。今の話にあった無関心層にどうやって届けるかというところが

実際にかなり難しい所なんですけれども、全ての人たちへとなると、そういう方たちへのアプローチも



考えないといけないのだと思います。事務局からはこの点について追加はありますでしょうか。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。今回は歯科の計画でございますが、究極的な目標は食べることに繋がりますの

で、栄養士の皆様方との連携で成人、子ども、高齢者それぞれへの対応をすることになりますし、重要な

パートナーとして取り組むことも多いと思いますので、栄養士会様にはお力添えをいただきますようお

願いします。 

 

【三浦委員長】 

多職種連携が重要になるところかと思いますので、よろしくお願いいたします。引き続きまして、當山

委員からお願いします。 

 

【當山委員】 

基本理念１のところです。歯周病関連の記載のところで、事務局から来年度の国の予算で 20、30 歳を

追加する予定と伺っていますが、札幌市においても対象年齢の拡大を計画に明記していただければと思

います。その他として妊婦歯科健診ですが、こちらについては１回目の推進会議の時に個別検診を実施

したらどうかという発言をさせていただきました。今回の段階ではまだそこまで明記されていないので、

その点についても検討いただければと思います。 

 

【三浦委員長】 

２点のご質問ですが、事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

歯周疾患検診については来年度の国の概算要求で 20、30 歳を追加する方向性が出ていますが、まだ概

算要求でございますので、来年度予算で正式に決まるかどうかというところを、注視しているところで

す。また、合わせて札幌市として事業を運営するに当たっては財政上の影響も大きい事項ですので、他の

政令市の導入状況等の情報を踏まえる必要があります。ただ、国で現在国民皆歯科健診の議論も動いて

いるところなので、国の議論や制度改正に応じて対応を検討していくというところまでが現時点での計

画での記載になると考えます。また、今後状況が進むようなことがあれば後期計画の中で反映できれば

とは考えております。 

 

【三浦委員長】 

當山委員、よろしいでしょうか。 

 

【當山委員】 

分かりました。 

 

【三浦委員長】 



国の施策の方向性を注意深く追っていただければと思います。事務局からご案内がありましたとおり、

概算要求で載せているので、それが予算というのは閣議の決議は例年だと年末に出ると思います。この

時期になるともう少し見えてくると思います。予算折衝との関係もありますので、すぐにというのはな

かなか難しいと思いますが、確実に進めていくという事務局から回答だったと思います。よろしくお願

いします。 

長崎委員からお願いします。 

 

【長崎委員】 

計画に関しましては、素晴らしいものが出来上がっていて、事務局も大変だったのだと思います。 

専門職種の立場から発言いたしますと、意見ではないのですが、12 年間という長い期間での計画にな

っていて、現在でも現場の中では担い手の不足が問題になっていて、かつ高齢者の要介護認定も増えて

いる中で、これが 12 年後となると認定者数も相当な数になっていると思います。今回の計画はそうした

社会情勢を踏まえての取組だと思いますし、進めていくことは構わないものと考えております。育成も

そうですが、人材確保という盛り込まれていない文言が今後のキーワードになってくるのではと考えて

おりました。 

あと認知症や摂食嚥下障害の方が私の業務では対象になってくると思いますが、あり方検討というこ

とでしたので、その検討を具体的にどうやって進めていくのかが今後の課題になると思い聞いておりま

した。先ほどの意見の中にあったように、摂食嚥下障害にしても認知症にしても、そうじゃない方々の高

齢者の方の口腔内は現場では二の次になってしまうところがあります。主訴の多くは身体が動かなくて

困ったとか認知症が進んで困ったとかで、口腔内のアセスメントはなかなか行われません。初回に入れ

歯ですかとか入れ歯じゃないですか、という話には中々ならないのが実態です。そうした中での視点と

いうところでは、研修会という所でも書かれていたんですが、もう少し専門職種との研修会だとか口腔

に目を向けるような取組が課題になってきます。歯科計画は来年度策定ということですが、ケアマネジ

メントについては適切なケアマネジメントの手法ということで考え方が変わってきています。実際国の

アンケートでも脳血管疾患の方に口腔ケアのアセスメントをしっかりしているか聞くと５割程度しかケ

アマネジメントをしていません。脳血管疾患でも片麻痺であるとかというところに視点が向きやすいん

ですが、口腔ケアはどうしても対処的な療法になっているところを予防的に関われるような取り組みが

今後できていければよいと考えました。 

 

【三浦委員長】 

非常に貴重なご意見をいただきました。人材育成のあり方についても言及があったところですけれど

も、事務局からはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

人材の確保というのは大変重要な問題で、是非歯科医師会さん、歯科衛生士会さん、歯科技工士会さん

を含めて歯科医療関係者の確保、両大学とも連携しながらしっかり確保しなくてはいけないものと思い

ます。そうした状況ですが、行政で人材が確保をするという対応は難しい部分もございますが、検討させ

ていただきたいと思います。 



また、ご指摘をいただいたとおり、脳血管疾患の方の歯科医療、口腔管理というのは大変課題なってい

ます。以前の話ですが脳卒中の方が退院して誤嚥性肺炎を起こしてまた入院してしまい在宅に戻れなく

なったということがありました。退院する時にケアマネジャーさんに口腔の引継ぎが十分なされていな

いという状況も聞いておりましたので、誤嚥性肺炎や脳卒中の患者さんに対するアプローチというもの

ができないものか考えていかないといけないと思います。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。続きまして上埜委員からお願いします。 

 

【上埜委員】 

素案に関しましては特段意見はございません。すばらしいものだと思います。読ませていただき大変勉

強になりました。 

医者の立場から拝見しますと医療的ケア児、在宅特に誤嚥性肺炎の方に対するアプローチにおいて、在

宅医を行っている医者、少数ですけれども誤嚥性肺炎を診ている耳鼻科医等との連携があまり見えてこ

ないというのを正直感じております。誤嚥性肺炎はそもそもその方が誤嚥しているのかどうか、誤嚥性

肺炎を起こしている状態の人をその前の段階で見つけて行かなくてはいけないというのがあり、医療的

にもまだ課題が多いものであります。在宅でやってらっしゃる先生も歯科に上手く繋げていくことを考

えている先生がどれくらいいるのか、繋げていくとしても、どうやって連携をとっていけばいいのかが

分からない方もいると思われ、その辺が私には普段あまり見えてこない部分です。また嚥下の評価をす

る場合も誰が率先してやっていくのか。リハビリ医なのか歯科医なのか、耳鼻科医なのか。現実的には現

状に応じた医師とかかりつけ医が相談してやっていくとは思いますが、その辺りが不明確で壁がある状

態だと上手い連携が取れなくなってしまうと思います。 

これは素案についてではないですが、誤嚥等はやはり予防が重要ですし、在宅は基本的に全てそうです

けれども、予防を考えていくうえでの今後の課題としては、その辺りが上手く繋がっていくような流れ

を作っていく必要があると思います。誤嚥性肺炎はトータルで診ていかないといけないもので、かつ評

価が難しいものでありますし、評価できる医者も少ない現状です。ＶＥとかＶＦとかを行う施設も限ら

れています。また、誤嚥性肺炎を見つけてもそれをどこまで患者さんと共有するか。患者さんによっては

それでも食べたいという意思がある場合もありますし、在宅医は患者さんの意思をある程度汲んでいか

ないといけなかったりとか、濃密に相談していかないといけない分野です。今はバラバラにやっている

印象がありますが、在宅医、耳鼻科医、リハビリ医、歯科医がどううまく進めていくか、誰が旗振り役を

して、どうコーディネートして、どう繋がっていくのか。自分にもまだ分からない部分ですが、そうした

ところが将来の課題であろうとは思っています。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。誤嚥性肺炎に関して医科歯科連携等色々な職種の連携というものがあります

が、この辺りへの課題についてのご指摘でした。事務局からもお願いします。 

 

【事務局】 



委員のご指摘のとおり、多職種連携をうまく進めて行けるかということが、おそらく一番の課題で、よ

く言われるのが顔の見える関係を作らないとなかなか現場の連携が進まないというのがあります。多職

種連携の取組に熱心な自治体もありますが、歯科医師や歯科衛生士の参加がもっとあれば、という話を

伺っていることもありますので、なるべく多職種連携の機会に歯科関係者が積極的に参加をしていくと

いうことも耳鼻科の先生やリハビリの先生がいる場に歯科関係者が出ていくことが重要なのではと思っ

ております。 

 

【三浦委員長】 

その辺り、上手くシステム化ができればという思いもありますので、素案の中に可能な限りでそういっ

た意見を反映させる文言をいれていただければと思います。 

 

【事務局】 

分かりました。 

 

【三浦委員長】 

続きまして、福田委員からご発言をお願いしたいと思います。 

 

【福田委員】 

素案の内容としましては、客観的なデータがふんだんに含まれているので、非常に分かりやすく良いも

のだと思います。 

障がい者（児）と要介護等で施設にいる方の口腔のケアという点でいうと、歯科の専門家が介入するの

はもちろん必要ですが、普段障がい者（児）や介護を必要とするご本人と、その周りで普段から接してい

ただいている施設の方に関心がないと、いくら専門家が介入しても限界出てきてしまいますので、普段

見ていただいている方々の口腔に対する理解、口腔ケアの必要性の理解を浸透させていくことが大事に

なります。札幌市の方でも研修等していくと思いますけれども、より多くの方々に理解してもらえるよ

うな研修を進めていただけると良いと思います。 

フッ化物洗口について、札幌市内では 15 施設の保育所、幼稚園で実施していて、今後新規で開始する

ところを増やしていく想定をされていると思います。新しく始める関心をもってくれている施設の方た

ちは積極的に手を上げてくれるところがあると思いますが、そうではない施設もあると思いますので、

既に実施している施設の現状について、負担もそんなになくできているということを伝えられれば、新

規で手を上げてくれる施設も増えるのではないかと思いますので、そうしたことも考えていただければ

と思います。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。２点ご質問で特に後半のところ事務局いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

今、保育所、幼稚園に向けた説明会の企画を歯科医師会としております。委員からご指摘があったよう



に、具体的な内容として既に実施している自治体の状況も含めて周知と啓発を進めて取り組んでいきた

いと考えております。 

 

【三浦委員長】 

松岡委員からご発言をお願いします。 

 

【松岡委員】 

素案にあります歯科受診困難者の口腔管理のところで、令和５年度は 69.7％から目標 90％にしていく

となっております。先ほどもお話させていただきましたが、誰一人取り残さない歯科口腔保健というも

のが、対象者全員に対して歯科健診を実施した施設の割合というところに表れているのだと思います。 

今、自閉症協会では施設入所者への虐待が取りざたさせれていまして、その中で強度行動障害を持つ方

の所が虐待になり得るケースが多いとされています。強度行動障害を持つ方の中の口腔内というのは、

健診をするのは大変なことではあると思いますが、こういう機会でもない限り、健診が行われるという

こと自体が少ないかと思われますので、そういう方面にも関わっていただければと思います。 

 

【三浦委員長】 

どうもありがとうございました。障がい者（児）施設での健診の拡充というところは、国の方向性でも

大変重要なものでございます。事務局からはこの件でなにかありますでしょうか。 

 

【事務局】 

委員からご指摘があったように、障がい者（児）施設での歯科健診を実施しているところも多いのです

が、それでもごく一部に留まっているというものもありまして、実施が難しい方も含めて年に１回くら

い実施に向けたトライをしてもらえるような啓発ができないかと思っているところです。 

 

【三浦委員長】 

引き続きまして、武藤委員からお願いします。 

 

【武藤委員】 

歯科の専門職としては、う蝕も歯周病ももちろん取り組まなくてはいけませんし、それは各ライフステ

ージに対して行わなくてはならないものだと思っています。それは今回この計画が出ることで、網羅さ

れていくことを期待していますし、同時に私たちもその実現に向けて取り組まなくてはいけないという

自覚が改めて必要になってくるのだと思いました。 

オーラルフレイルについて、22 ページにあるオーラルフレイルを知っていますかという質問に対して、

知らないという人がまだまだ多いという現状を 50％まで上げるという目標が示されていました。また 23

ページにあるフレイルに関連するリスクとして口腔機能のリスクがこれだけ突出しているという現状を

広めていき対応していくことが私たちの役割と感じたところです。先ほどの長崎会長がおっしゃられて

いた口腔がなかなか最優先の課題にならないというところで、私たちがアピールできる場所や方法を見

つけて他の職種の方たちと手を携えてお口の大事さを伝え、目標を達成していくために具体的にどうす



るのか。私たちも頑張っていきたいと感じました。 

違う職種の方たちに説明ができるような、私が今回の会議を通じてお話をさせていただいてきた地域

ケア会議に関しても、包括の方たちに説明をするとか、色々なところで私たちがきちんとしたエビデン

スを説明して、提示するということをしていくことが大事になってくるものと思ったところです。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。正しい知識の普及のため、具体的な事業化につなげていっていただきくという

ことで、事務局にはよろしくお願いしたいと思います。 

 

【大野委員】 

その件に関して、私も 24 ページの取組方針のところで、私はあくまでも認知症の方を支援する立場か

らになりますが、認知症に関しては認知症ガイドブックという素晴らしい冊子があります。こういう市

民に分かりやすく理解してもらえるような素材を計画の策定と並行して作っていただければいかがかと

思います。 

 

【三浦委員長】 

貴重なご意見と思います。市民にとってより分かりやすく手に取りやすい媒体の作成ということも是

非心がけていただければと思います。 

 

【大野委員】 

認知症ガイドブックはすごく分かりやすくなっている本です。普段市民に説明をするときも必ず傍ら

に置くようにしています。歯科にもそういう冊子ができればいいと思っています。 

 

【三浦委員長】 

具体的な事例を踏まえての発言ありがとうございました。 

続きまして八若委員からお願いします。 

 

【八若委員】 

他の委員の方からもお話がでていましたが、計画の内容に関しましては特に言及するところはないと

思います。こうしたベースとなる計画が最初に出て、皆さんの目に広く触れるというのは凄く大事なこ

とだろうと思います。それが 1 つの出発点となり、皆さんが同じことを共有しながら広く普及していく

というのが大事なことだと思います。こうしたことを達成するため計画はしっかりとしたものにしてい

くべきだと思いますし、そういう意味では今回の案はデータもしっかり入っていますし、良いものにな

っていると思います。 

ですので、これは計画をより良く見せるための部分になりますが、グラフの色分け、円グラフの表示方

法の統一が必要だと思います。その他としまして、ページを跨いで関連する項目の表記がバラバラでリ

ンクが分かりにくくなっているので改善、健診および検診の表記について、あとコラムについて 11 ペー

ジのコラムは内容はいいと思っていますが、タイトルと内容が少し離れているように感じられたので、



こうしたところを見ていただく方のためにも改善して、せっかく良い計画ができるのですから、しっか

りと見てもらえる完成度を目指してもらえればと思います。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。計画の書きぶりの統一性についてです。今後手直しをしていただき、市民の

方にわかりやすくしていただければと思います。続きまして渡邊委員からご意見をいただければと思い

ます。 

 

【渡邊委員】 

八若委員の続きになりますが、表の標題がないのであると分かりやすいと思います。 

先ほど長崎委員からご意見をいただいた口腔のアセスメントに関してですが、今口腔のアセスメント

については議論が行われていて、何かしらの評価がされていくことになると思いますので、介護職が行

う口腔のアセスメントに関する研修会というのは次年度以降検討していただいてもよろしいのかなと思

います。 

先ほどからデータがあって分かりやすいというお話が出ています。札幌市と大学とで連携をさせてい

ただいて、次の中間評価、最終評価の時にはもう少しきちんとしたデータを大学としても協力して提供

させていただき、口腔保健の推進に関する取組みが成果を出して、更に次の計画に向けて取り組んでい

ければ良いと考えております。 

 

【三浦委員長】 

書きぶりの指摘に関しては修正していただきますようお願いいたします。 

人材育成、エビデンスの創生等、大学と出来る限り連携していくということで、ご発言をいただいたと

思いますので、そうしたことを行いながら今後よりいいものを作っていければと思います。よろしくお

願いいたします。最後、高橋副委員長からお願いいたします。 

 

【高橋副委員長】 

札幌市では今回条例ができたということで、前期６年後期６年の計画を作っていくことになり、立派な

ものが出来つつあると感じております。歯と口腔は広い年齢に関連するもので、しかもう蝕から歯周病、

摂食嚥下あと認知症等と関係先も広いということがありますので、非常に解決の難しい問題をはらんで

いるのだと思います。しかも口腔内というのは消化管の入口で、咀嚼して嚥下するというのは生命にと

って一番大事な部分というか根源的なものでもありますので、その重要性が市民の方々に広く目に触れ

るようになるその第一歩になると思います。その意味では札幌市の条例は大きな意義があると思います。 

新しい計画に対し、札幌歯科医師会としては後期高齢者への訪問歯科健診事業が今回新しく始まって

いて一緒に進めております。ただ、健診の結果問題があった人をどうしていくのかについて、まだ方向性

が定まっていないようにも思います。高齢化の波は終わったわけではなくて、これからも続いていきピ

ークアウトはしていないと思います。乳幼児には健康格差の解消、成人には対応がなく、高齢者になると

長生きは素晴らしいことだが飲み込めない人や歯の悪い人も出てきて、今まで注目されてこなかったと

ころの沢山の問題が膨らんでくるのではという懸念があります。だからこそ多くの方々と連携して進め



ていくというのは大変心強いと感じております。 

フッ化物の方では校長先生からも感想をいただけて大変よかったと思っています。フッ化物洗口も今

回の条例を反映して進めて行ければと思いますが、むし歯の関連する健康格差は札幌に限らず北海道全

体で見ても本州に比べると口腔の健康に対する意識が少し低いところからスタートしていると思ってい

ます。比べると色々な数値が低めに出てしまっているのだと思います。そこからスタートして学校は教

育機関ですので、健康教育の一環としてフッ化物洗口はいい素材だと思います。集団的な保健活動を通

じて子どもの頃から関心を高めていくと、最終的に全体が高くなると思っていまして、今回現場の学校

さんからの感想が聞けて良かったです。 

また摂食嚥下ですが、歯科医師会でも研修を行っていて、口腔医療センターで専門医の方に対応しても

らっています。先ほど申し上げたように高齢化が進んで切れ目のない健診体制が進んできたとしても、

その後どうして行けば良いかという課題に少しでも対応できればと思っています。口腔医療センターに

ついて先ほど當山委員からも話がありましたけれども、札幌市からの応援、予算的なものも含めていた

だければ嬉しく思います。問題に対応できる人材の育成にご助力をいただければと思います。 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございました。事務局からご発言はありますか。 

 

【事務局】 

札幌市の歯科口腔保健は歯科医師会の協力を必要としているものが多々ありますので、今後ともお力

添えをよろしくお願いいたします。 

 

【三浦委員長】 

皆様ありがとうございました。本日も大変活発でかつ有益な多数賜ることができました。心より御礼申

し上げます。 

今日のご発言以外でも後で考えたらもう少し意見があったということもあるかと思います。ですので

事務局より意見書を送付させていただきます。追加のご意見等がございましたら事務局宛てに提出して

いただければと思います。本日の会議で頂戴したご意見と合わせて議論した素案をブラッシュアップし

て計画案に高めていくことになります。また、文言の調整も必要にもなってきますが、その辺りにつきま

して、委員長、副委員長に一任していただければと存じますがいかがでしょうか。 

 

【委員】 

（意義なしの発言あり） 

 

【三浦委員長】 

ありがとうございます。計画案につきましては確定次第委員の皆様にも事務局からご報告をさせてい

ただきます。 

以上で本日の議題は終了とさせていただきますので、進行を事務局にお戻しいたします。 

 



【事務局】 

委員長を始め委員の皆様には長い時間にわたりご議論をいただきまして誠にありがとうございました。

本日貴重なご意見を多くいただきましたので、それを踏まえまして案の作成作業を進めていきたいと思

います。 

計画案の確定につきましては、委員長、副委員長への一任について了承をいただきましたので、計画策

定に向けての会議は今日で一区切りとさせていただきます。成人保健・歯科保健担当部長の秋野より御

礼を申し上げたいと思います。 

 

５ 挨拶 

【事務局（札幌市成人保健・歯科保健担当部長 秋野）】 

委員の皆様には大変お忙しい中、第２次札幌市生涯歯科口腔保健推進計画の策定に向けた議論につい

て、委員長、副委員長も含めご協力をいただきまして誠にありがとうございました。先ほどの話にもござ

いましたが、今後のスケジュールといたしましては、公表に向けてさらにブラッシュアップをして、完成

の前には皆様にもお示しをさせていただきたいと考えております。皆様がたからのお力添えをいただい

きまして、大変意義のある内容にしていただけたのではないかと思います。 

また、次年度以降の札幌市歯科口腔保健推進会議でございますが、この計画に基づく札幌市の取組がど

のように進捗をしているのか、上手く行っているのかいないのか、様々な課題も出されておりますので、

どう対応しているのか等々を引き続き協議させていただく場とさせていただきますので、今後とも引き

続きよろしくお願いいたします。この度は全３回の会議にご出席、ご協力をありがとうございました。 

 

６ 閉会 

【事務局】 

それでは以上を持ちまして令和５年度第２回札幌市歯科口腔保健推進会議を終了させていただきます。

ありがとうございました。 


